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川口市では、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分
らしく暮らすことができるよう、医療、保健、障害福祉、介護、住まい、社会参加、地域の助け
合い、教育などが包括的に確保された地域包括ケアシステムを目指し、行政機関、精神科医
療機関、地域援助事業者、家族等が参加する協議の場を通じて、重層的な連携による支援
体制を構築します。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業
自治体情報シート

「安心して 帰れる 帰せる
暮らしがつづく 川口市」

川口市
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川口市

１ 県、指定都市、中核市、特別区の基礎情報

基本情報（都道府県等情報）

川口市

取組内容

・「川口市における精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステム構築のための協議の場」の開催

→地域課題の抽出、解決に向けた方策の検討

・「川口市精神医療保健福祉地域連携票」の運用

・「川口市精神障害者訪問支援強化事業（アウトリーチ事

業）」の実施

・「若年者早期相談・支援事業」の実施

・「川口市精神障害者地域移行支援事業（ピアサポート講

座）」の実施

・「こころサポーター」養成講座の開催

障害保健福祉圏域数（R５年４月時
点）

1 か所

市町村数（R５年４月時点） 1 市町村

人口（R５年４月時点） 604,894 人

精神科病院の数（R５年４月時点） 2 病院

精神科病床数（R５年４月時点） 438 床

入院精神障害者数 合計 344 人

（R２年６月時点）
※630調査 ３か月未満

（％：構成割合）

92 人

26.7 ％

３か月以上１年未満 65 人

（％：構成割合） 18.9 ％

１年以上（％：構成割合）
187 人

54.4 ％

うち６５歳
未満

67 人

うち６５歳
以上

120 人

退院率（H29年時点）
※埼玉県全体

入院後３か月時点 62.0 ％

入院後６か月時点 81.0 ％

入院後１年時点 88.0 ％

相談支援事業所数 基幹相談支援センター数 10 か所

（R５年４月時点） 一般相談支援事業所数 11 か所

特定相談支援事業所数 55 か所

保健所数（R５年４月時点） 1 か所

（自立支援）協議会の開催頻度
（R４年度）

（自立支援）協議会
の開催頻度

3 回／年

精神領域に関する議論
を行う部会の有無 有・無

精神障害にも対応した地域包括ケア
システムの構築に向けた保健・医
療・福祉関係者による協議の場の設
置状況（R５年４月時点）

都道府県 有・無 1 か所

障害保健福祉
圏域

有・無 1 ／ 1 
か所／障害圏

域数

市町村 有・無 1 ／ 1 
か所／市町村

数

川口市マスコットきゅぽらん
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2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

川口市

/
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川口市

３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯（地域課題）

/・
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川口市

４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する取組の成果・効果

＜令和４年度までの成果・効果＞

課題解決の達成度を測る指標 目標値
（R4年度当初）

実績値
（R4年度末）

具体的な成果・効果

①保健医療と福祉の連携 ・「川口市精神
保健福祉地域
連携票」の活
用

・近隣精神科
医療機関訪問
の実施

・精神科医療
機関職員を対
象とした研修
会の開催

・「川口市精神
保健福祉地域
連携票」の活
用(9件)
・近隣精神科
医療機関訪問
の実施(20ヵ
所)
・市内精神科
病院内で病院
職員を対象と
した研修の開
催(1回)

・地域連携票という共通のツールを活用し、
医療・保健・福祉の分野をまたいだ情報共有
を行うことで地域連携を深め、切れ目のない
支援に向けた取り組みを行うことができた。

・近隣医療機関に出向き、市の取り組みを直
接伝え、意見交換することで、顔の見える関
係づくりができ、地域連携を深められた。

・障害者相談支援センター職員を講師に招き、
院内研修会を行うことで、地域の支援者と直
接つながる機会が生まれ、医療と福祉の連
携を促すことができた。

②地域課題の抽出 ・委員へのヒア
リングの実施
・協議の場2回
開催

・委員へのヒア
リング4回実施
・協議の場2回
開催

・事務局が各委員に個別訪問し、直接意見
交換を行い、率直な意見を聞くことができた。

・協議の場で地域課題について意見交換を
行い、次年度取り組むべき地域課題を抽出
することができた。
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川口市

５ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題

【特徴（強み）】
１．市に保健所があり、精神保健福祉士・保健師がそれぞれの専門性を活かしながら、地域密着型の支援を実施している。
２．川口市精神障害者訪問支援事業(アウトリーチ事業)、川口市若年者早期相談・支援事業を実施し、早期介入に重きを置いた予防的
な取り組みを行っている。

課題 課題解決に向けた取組方針 課題・方針に対する役割（取組）

医療、保健、福祉の相互理解
が充分にできておらず、分野
を越えて連携できる支援体制
が整っていない

・「川口市精神保健福祉地域連携票」等を
活用し、分野を越えた支援体制づくりを行う

・医療、保健、福祉が顔の見える関係となり、
相互理解を深めることができるような取り組
みを検討、実施する

行政
・地域連携票の活用、周知
・研修会、会議等の開催

医療
・地域連携票の活用
・研修会、会議等への参加、講師協力

福祉
・地域連携票の活用
・研修会、会議等への参加、講師協力

その他関係機関・住民等 研修会、会議等への参加

障害福祉サービスを利用して
いない方等のキャッチアップ機
能や伴走的支援体制が確立さ
れていない

・地域のメンタルヘルスリテラシーを高める
研修会等の取り組みを実施する

・地域支援者の意識改革を目的とした研修
会等の取り組みを実施する

・協議の場で課題解決に向けた具体的方
策を検討、実施する

行政 研修会、会議等の開催

医療 研修会、会議等への参加、講師協力

福祉 研修会、会議等への参加、講師協力

その他関係機関・住民等
研修会、会議等への参加、講師協力

※指標設定が困難な場合は、代替指標や定性的な文言でも構いません。

課題解決の達成度を測る指標 現状値
（今年度当初）

目標値
（令和５年度末）

見込んでいる成果・効果

①「川口市精神保健福祉地域連携票」の活用 9件 10件 医療、保健、福祉の分野を越えた連携を促す

②地域課題解決に向けた具体的方策の検討 2回 2回 協議の場で具体的な取り組みを決め、実施する

③協議の場委員を対象とした研修会の開催 1回 1回 事務局、委員の知識の向上を図る
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川口市

６ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための連携状況

【にも包括構築の体制】
疾病対策課（保健所）と障害福祉課の両課による共催にて実施。協議の場については、精神科病院、精神科診療所、訪問看護
ステーション、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所、地域活動支援センター、家族会に委員を委嘱し、庁内関係各課

（疾病対策課・障害福祉課・地域保健センター）とともに協議を行っている。

所管部署名 所管部署における主な業務

疾病対策課
保健所にて、こころの健康（精神保健）に
関する相談支援業務等を実施

障害福祉課
市役所（本庁舎）にて、障害者総合支援
法に基づく相談業務や障害福祉サービス
の支給に関する業務等を実施

※各部門の状況はできるだけ詳しく記載ください

連携部署名 連携部署における主な業務

地域保健センター

地域保健センターにて、地区担当保健師
が母子、成人、精神の健康全般に関する
相談・訪問指導等を実施

各部門の連携状況 強み・課題等

保健
保健所職員が近隣の精神科病院、診療所等に訪問活
動を行い、事業説明を行うとともに、地域連携に関する
意見交換を実施している。

「川口市精神医療保健福祉地域連携票」を活用し、個別支援に
おいて、切れ目のない継続した支援が関係機関同士で実施され
るように、取り組みを行っている。

医療
市内の精神科病院の看護師向けに、保健所や相談支
援事業所が出向き、研修会を毎年実施している。

協議の場に精神科病院の理事長や診療所の院長が自ら出席し
ており、組織的に関与している。

福祉
障害福祉課と委託相談支援事業所が毎月会議を実施
している。また、自立支援協議会運営や地域の支援体
制整備を官民協働にて行っている。

障害福祉サービス等の社会資源は量的に充実しており、また、
自立支援協議会等の各部会に所属している機関も多い。

その他関係機関・住民等
アウトリーチ事業を行い、医療機関との連携を深めてい
る。また若年者相談窓口を開設し、早期相談支援を
行っている。

早期相談を実施するうえで、教育機関や児童相談所等の子ども
支援に関する機関との連携が課題となっている。

※別紙参照
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川口市

７ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場の実施状況

【その他事項】 ※協議の場運営における課題や悩んでいる点、アドバイザーに相談したい事項など、自由に記載ください

前年度の協議の場において、地域課題の解決に向けた当面の取り組み目標として、以下の３項目を抽出いたしました。
①「誰もが受け取りやすい情報の周知」→必要な情報が、必要な人に届く情報発信の工夫をする
②「点から円につながる連携」→保健、医療、福祉、介護、教育分野が横断的に相互交流できる機会を設ける
③「平時の時も途切れない支援」→障害福祉サービスを利用していない方等のキャッチアップ機能や伴走支援の体制づくりをすすめ
る
上記に関する、具体的な取り組み方法や、効果的な解決策について、ご助言いただきたいです。

名称 協議の場の構成員 開催頻度 実施内容 特記事項等（課題・強み等）

川口市における精
神障害にも対応した
地域包括ケアシステ
ム構築のための協
議の場

保健、医療、福祉関係機関、
家族会、行政担当者等

２回/年

・地域課題の抽出及び解
決策の検討に関する協議

・「にも包括」関係事業の
実施状況に関する報告

現場実践において、各委員が担ってい
る役割や責任が異なるため、地域に対
するイメージ像を共有できず、共通認識
が得られにくい

事務局会議 障害福祉課、疾病対策課 ６回/年

・川口市における「にも包
括」の推進に向けた全体
調整
・協議の場の準備

各課において実施している業務や事業
の連携

委員ヒアリング 協議の場の委員 ４回/年

地域課題の抽出

「にも包括」構築実現に向
けた意見交換

協議の場に向けた意見抽
出及び論点整理

事務局が各委員に個別訪問し、直接意
見交換を行うことで、率直な意見を聴取
することができる。また、このことで各委
員のモチベーションを高めることにつな
がっている。
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川口市

８
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
今年度の取組スケジュール

時期（月） 実施する項目 実施する内容

Ｒ5年5月

Ｒ5年8月

Ｒ5年11月

Ｒ5年12月

Ｒ6年1月

第1回協議の場開催に
向けた委員ヒアリング

第1回協議の場の開催

第2回協議の場開催に
向けた委員ヒアリング

「にも包括」関する研修
会の実施

第2回協議の場の開催

地域課題の解決に向けた取り組みについての聞き取り

ヒアリングに基づいた具体的な実施内容についての検討

地域課題の解決に向けた取り組み結果についての聞き取り

「にも包括」に関する研修会を開催し、事務局、委員、地域の
支援機関の知識の向上を図る

地域課題の解決に向けた取り組み結果についての評価及び
次年度の目標の策定


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10

